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○議長（渕野けさ子君）  皆さん、おはようございます。議員及び市長初め執行部各位には、本日

もよろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は２２名です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開

きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めていま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第２号により行います。 

 なお、消防長が病気治療中のため、３月５日まで消防本部総務課長の出席をお願いしておりま

す。 

 それでは、きのうに引き続き、各議案の詳細説明を求めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３２号 

○議長（渕野けさ子君）  まず、日程第１、議案第３２号平成２２年度由布市一般会計予算につい

て、詳細説明を求めます。 

 なお、説明に当たっては、ページを追って、関係する部分について、担当部・課より順次説明

をお願いします。財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  おはようございます。財政課長です。 

 それでは、私のほうから、平成２２年度由布市一般会計予算につきまして御説明をさせていた

だきますが、まずその前に、昨日と同様に、きのうお配りしましたこの分ですが、平成２２年度

当初予算関連資料、これに基づきまして概要説明を先にさせていただきたいというふうに考えて

おります。 

 ちょっとじゃあその関連資料をお開きいただきたいと思います。よろしゅうございますか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 まず、めくっていただきたいんですが、一応目次を左側に書いております。１ページから

２ページにかけましては、予算編成の概要、それから予算総額、それから歳入の状況、歳出の状

況と、主な項目についてここで記入しているところでございます。 

 ３ページ目から１０ページまでについては、そこの目次にも書いてございますように、査定の

状況の経緯表を添付したということでございます。これにつきましては、前回の１２月の定例会

でも、ちょうど国の事業仕分け等が大きくクローズアップされておりまして、また議員からも一

般質問等で、ある程度状況を出してほしいというようなこともございまして、今回添付させてい

ただきました。 

 これの見方でございますが、まず３ページ目については、各会計ごとの全部の総括表となって
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おります。ここの中で、見方ですけど、「Ｃ」というタイトルを打っていますが、そこで「０次

要求」というのがございます。これは、最初に各課から要求が出た金額ということでございます。

「Ｄ」のところは部局調整後となっていますが、これは部局長によりますところの査定をしてい

ただいて、その結果が出ております。それから「Ｆ」につきましては一次査定後ということで、

これは副市長、総務部長査定の結果後の数値がここに乗せておるところでございます。 

 ４ページは歳入の状況、５ページは歳出の状況ということで、この表を見ることで、どういう

ような増減があったのかというのが御理解いただけるかと思います。 

 それから、６ページにつきましては、節ごとの状況でございます。 

 ７ページは、課ごとの状況が出ております。 

 ８ページにつきましては、これは総合計画の基本方針といいますか、これごとに出ております

のが、ここの大分類コード００１～００７までございますが、これはいわゆる１２ページにちょ

っと先に開いていただくとわかるんですが、１２ページのところで「７つの基本方針」というこ

とで、「教育文化の充実」が１ということになっていますが、最後の７番目が「住民参加・協働

の促進」ということで、この００１というのはここの１の基本方針のほうを指しております。い

わゆるこの８ページに戻りますけど、大分類の１～７の基本方針については、要求の状況、それ

から決定額に至るまでこのような形になっておるということで、この総合計画に基づくところの

事業については、率でいいますと、全体で６０％を占めているということで、あと残りの分につ

いてが、人件費、それから交際費等の状況となっております。 

 それから、９ページ、１０ページにつきましては、９ページは一応「０.９６云々」と書いて

いますけど、これは部局長査定におけるところの、まあうちのほうとしましてはその他という項

目がございますが、このその他の部分については、せめて９６％の数値の金額でおさまるように

ということで、部局長の査定をする前に、大まかな目安としてこれぐらいの金額で査定をお願い

したいという資料でございます。１０ページにつきましては、その部局長査定後の調整した額の

状況が出ております。 

 それから、１１ページにつきましては、こうタイトルがございますけれど、市長の７つの提言

におけるところの重点事業の一覧ということで、これを載せております。 

 １２ページにつきましては、先ほども申しましたが、総合計画基本方針に基づくところの主要

施策を一応載せているところでございます。 

 １３、１４ページについては、予算要求のあった中で、特別経費事業ということの部分を載せ

てございます。 

 あとは、１７ページ、１８ページに入湯税の状況を載せております。 

 それから、最後の１９ページにつきましては、財政調整基金の残高、それから市債の残高の推
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移表ということで載せております。 

 財調の基金については、２１年度の年度末の見込みで７億９,７９６万９,０００円となってお

ります。これについては、３月補正後の決算剰余金、これを２億５,７００万円程度見込みをし

まして、この残高になるという見込みを立てております。２２年度末につきましては、決算剰余

金の見込みがちょっと困難ということでありまして、この決算剰余の積み立て分についてはカウ

ントしていないということで、若干ここで１億円程度開きが出ておりますが、実際にはここの見

込みは変わるというふうに思われます。以上が概要の説明でございます。 

 それでは、予算書に基づきまして、詳細説明をさせていただきます。 

 議案第３２号平成２２年度由布市一般会計予算、まず歳入歳出予算でございますが、第１条、

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５６億４,５３０万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 第２条、地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第

２表継続費」による。 

 第３条ですが、地方自治法２１４条の規定による債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

 第４条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」による。 

 第５条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は

１５億円と定める。 

 それから、第６条でございますが、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳

出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 １、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用ということで、平成２２年２月２５日提出、由布市長。 

 次に、第２表の継続費ですので、１２ページをお開きください。 

 第２表が継続費でございます。１０款教育費２項小学校費、事業名が由布院小学校改築事業、

総額が１２億８,７７９万７,０００円で、年度割でございますが、平成２２年度につきましては

４億７,９０１万９,０００円、それから２３年度につきましては８億８７７万８,０００円とい

う年割額となっております。これにつきましては、今年度から２２年度から２３年度までの２カ

年度の継続事業を実施したいということで、地方自治法第２１２条の規定に基づき、経費の総額

及び年割額を定めるものでございます。 

 次の１３ページをお願いします。第３表債務負担行為でございますが、事業としましては、由

布市特別小口融資損失補償、期間が平成２２年度中、限度額が５００万円でございます。これに
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ついては、中小企業が借り入れしている債務の損失補償に係る債務負担行為でございます。 

 次の小学校耐震診断事業委託、これが期間が平成２３年度までということで、金額が４００万

円でございます。この業務につきましては、委託期間と予算が翌年度まで及ぶということから、

債務負担行為を設定するものでございます。 

 次の第４表地方債でございますが、起債の目的としまして、臨時財政対策債、それから合併特

例事業債、それから辺地対策事業債、それから出資債という大きな項目としては４つになってお

ります。限度額としまして１６億６,６７０万円ということを予定しております。 

 前年度との比較で主な相違点でございますが、実質的な交付税とされております一番上でござ

いますが、臨時財政対策債、これが国の予算において増額が見込まれるということで、由布市と

しましても、この起債については増額としたところでございます。 

 それから、あとは過疎債ですね、これについては、国のほうで現在、過疎地域自立促進特別措

置法、これの法案、それから予算書の作成時点でこれが成立していないということで、それが一

点と、過疎地域の自立促進市町村計画書が上程されていないということから、今回の当初予算で

はこの起債については計上をいたしておりません。主な理由は以上でございます。 

 続きまして、歳入歳出事項別明細書に移ります。１９ページをお開きください。 

 まず、歳入でございますが、１款１目の市民税でございます。これにつきましては、個人分、

法人分とも景気低迷等によりまして、所得の伸びが期待できないということから減額の見込みと

なっております。 

 ２項の固定資産税につきましては、若干の伸びの見込み、それから２目の国有資産等所在市町

村交付金及び納付金については、前年度よりも若干の減少の見込みとなっております。 

 それから、３項の軽自動車税につきましては、車両台数の増の見込みで税額としては増額とな

っております。 

 それから、４項の市たばこ税につきましては、本数の減少見込みということで減額のようにな

っております。 

 次に、２０ページでございますが、７項の入湯税でございます。これにつきましては、１８年

度から、これまでの入湯客の推移、それから経済情勢等も勘案しまして、結果として前年度より

も減額の見込みというふうになっております。 

 次の２款の地方譲与税から、次の２３ページですか、２３ページの交通安全対策特別交付金ま

では県からの資料を参考に算出いたしました。国税の減収等もありまして、自動車重量譲与税、

それから利子割交付金、地方消費税交付金等が前年度よりも減少の見込みとなっております。 

 なお、ここの２０ページの地方道路譲与税で廃項・廃目と書いておりますが、この「地方道路

譲与税」につきましては、２１年度から「地方揮発油譲与税」に名称が変わりました。正式に今
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年度からもうなくなったということで、それが主な理由になっております。 

 それから、この中で次の２２ページでございますが、１０款の地方特例交付金、これについて

も廃項・廃目となっておりますが、これは減税補てん特例交付金、これが１８年度で廃止されま

して、経過措置としまして２１年度まで措置されておりましたが、期限切れになったことによる

ものです。 

 それから、次の１項の「地方特例交付金」、これについては、「児童手当及び子ども手当特例

交付金」ということで名称が変わっておりますが、これは、子ども手当の創設に伴うものでござ

います。 

 次の説明欄の下の減収補てん特例交付金でございますが、これは、住宅の借り入れ等の特別税

額控除による住民税の減少分の補てんと、自動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金の減収

の一部を補てんする分ということでこの分が交付されます。 

 それから、次の１１款の地方交付税でございますが、国の予算案では、前年度よりも大幅な増

となっておりますが、これが一律に交付されるということは限らないことから、過大見積もりに

ならないように若干の増額としたところでございます。 

 次に、２４ページに移りまして、分担金・負担金の中で２項の負担金でございますが、この分

が若干増となっておりますが、主な理由としましては、保育所の運営費の負担金、それから教育

費の負担金で、高校生の通学バス負担金、これが増となったことによるものでございます。 

 それから、２５ページの使用料に移りまして、１４款１項５目の教育使用料、ここが前年度よ

りも減となっておりますが、これはスポーツセンターの使用料、これが見直し等によりますとこ

ろの減額というふうになっております。 

 それから、２６ページに移りまして、１５款の国庫支出金でございますが、この中で１項の国

庫負担金、これにつきましてはかなり伸びておりますが、特に民生費の負担金で増となっており

ます。これは、子ども手当の分の新設によるものでございます。 

 それから、次のページの国庫補助金でございますが、これで増額となった主な要因を申します

と、総務費の国庫補助金で防衛の分であります特定防衛施設周辺整備事業補助金、これが増額と

なったということと、土木費補助金で、１節にございますが、道整備交付金、この分が前年度よ

りもかなりふえたような形になっております。 

 この４目の土木費の国庫補助金のところで、２節のところに「公営住宅の補助金」という部分

の中に説明欄で一番下でございますが、地域住宅交付金１,２７９万５,０００円というのがこの

歳入に計上されておりますが、この分について、大変申しわけありませんが、ちょっとおわびを

させていただきます。 

 ちょっと飛んで悪いんですけど、８９ページをちょっとお開き願えますでしょうか。８９ペー
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ジは、歳入歳出の状況が出ているんですが、その中で８款土木費６項住宅費の１目の住宅管理費、

ここの分ですね、その右側の真ん中辺の「予算額の財源内訳」というところを見てもらうとわか

るんですが、一般財源がマイナスということで出ております。当初予算で一般財源がマイナスと

いうことは絶対あり得ないことでございまして、これについてちょっと私どもで気づきまして、

この予算の原案ができたときに、一応各課に閲覧ということで中身を確認してもらっているんで

すが、ちょっとそれも精査できなかったというか、見落としをしたということで、私どもの財政

課と建設課のほうでちょっと精査が足りなかったということで、この歳入の地域住宅交付金

１,２７９万５,０００円については、入力を誤っていたということでございます。これについて

大変申しわけありませんが、６月の補正予算で早速修正をいたしたいと考えております。よろし

くお願いいたします。 

 それから、次の２８ページに移りまして、県の支出金でございます。その中で１項の県負担金

につきましては、特に大きなものとしましては、その１目の民生費の負担金で、保育所の運営費

の増によるところの部分が大きなものとなっております。 

 ２項の県補助金でございますが、２９ページでございます。増額となっております。これにつ

きましては、農林水産業費の県補助金で、いわゆるきのうからお話しておりますパプリカ栽培等

に伴うところの経営構造対策事業補助金、それから労働費のほうで、同じく県補助金が緊急雇用

の創出事業の臨時交付金、それからふるさと雇用再生特別交付金ということで、この分について

は、農水も労働費もそうですが、前年度の当初予算ではこの分がなかったということで、これが

増額となった要因となっております。 

 次に、３１ページでございますが、３項の県委託金でございます。これにつきましては増額と

なっております。これは総務費の県委託金で、国勢調査が今年度がこれに当たるということで、

この分の委託金が増となっております。 

 それから、３２ページにつきましては、１７款の財産収入ということで、その中の２目の利子

及び配当ということで、この分が前年度よりも減となっております。これは、各種基金利子の減

によるものでございます。 

 次の３３ページの１９款の繰入金につきましては、財政調整基金が前年度よりこの分、繰り入

れしなくてよかったということで、減額となった要因となっております。 

 それから、次の３４ページでございますが、２１款の諸収入の３項貸付金元利収入の１目で貸

付金の元利収入、これの減額につきましては、優良雌牛の導入の資金返還金が減ったということ

でございます。 

 次の３５ページでございますが、雑入につきましては、主なものとしましては、説明欄のとこ

ろをずっと見ていただきますが、中ほどに雑入（保険課）というので５２９万６,０００円上が
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っています。これは広域連合の派遣職員の人件費の分ということでございます。 

 それから、防災安全課、下から５番目ぐらいにございますが、防災安全課の雑入につきまして

は、コミュニティー事業助成金、それから消防車購入に伴います地元負担金が主なものとなって

おります。 

 次に、３６ページ、歳入、最後でございますが、２２款の市債につきまして増額となっており

ます。これにつきましては、先ほどもお話しましたが、総務債で臨時財政対策債、この分が大幅

に伸びたということと、土木債では、過疎債が今回上げていませんから、この分は減少しており

ます。 

 それから、昨年は借換債がございましたが、この部分もございません。 

 あとは、出資債ということで、この分が４,９１０万円増となっております。 

 歳入の詳細説明については、以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  議会事務局長。 

○事務局長（野上 安一君）  それでは、歳出のほうから御説明いたします。ページで３７ページ

でございます。１款の議会費関係の御説明をいたします。 

 私どもの３７ページ、３８ページの基本的な事項のみ説明をさせていただきます。 

 ２２年度の予算全体で１億７,６８９万円でございます。予算上の対前年比較で３９２万

５,０００円の減額というふうなことになっております。実質的には議員さんの報酬・手当・共

済関係で７１６万３,０００円の減額となることになりますが、当初予算に比較いたしまして、

新規として議会中継業務を５年間リースという形をとっておりますので、４６６万２,０００円

の新規に準じる経費が充当しております。 

 なお、議員定数が「２６人」から「２２名」の４名の削減に伴いまして、議員お一人の年間報

酬・手当・共済費等、合計でおおむね１議員当たり５７０万円程度の経費を算出しているところ

から、４名の削減という形で、今年度２,２８０万円の減額が行われたことになります。 

 予算書の数字上は、前年度の当初で定数の見込みが決定しておりましたので、前年度予算の当

初では、削減見込みで計上しておりますことから、予算上は３９２万５,０００円の減額となっ

ておりますが、実質的には２,２８０万円の減額ということになりましたのでお知らせをしてお

きます。 

 他の予算につきましては、ほぼ通常どおりの経費となっております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  総務部長。 

○総務部長（吉野 宗男君）  総務部長でございます。３８ページをお願いいたします。 

 ２款の総務費、１項総務管理費の１目の一般管理費でございますけれども、本年度は９.４％
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増の１４億２,９８４万円を計上いたしております。この目の主なものといたしましては、市長、

副市長、並びに一般職員７８名分の給料及び諸手当並びに共済組合追加費用、退職手当負担金等

が主なものになっております。 

 次に、４０ページをお願いいたします。４０ページ、２目の文書広報費につきましては、本年

度予算額７６２万２,０００円を計上いたしております。この中で、主なものは市報「ゆふ」の

印刷代７２０万円が主なものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  会計管理者。 

○会計管理者（佐藤 利幸君）  ４１ページの４目会計管理費については、会計事務遂行のための

経常的な経費２２０万１,０００円を予算計上いたしております。対前年度比１３万７,０００円

の減でございます。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（佐藤 省一君）  産業建設部長です。４１ページ、４２ページにつきましては、

５目財産管理費につきましては、産業建設部契約管理課の予算となります。 

 主に由布市の公有財産、土地・建物、その他市有地の通常管理に伴う予算を１億４,４１１万

１,０００円を計上いたしております。前年と比較いたしまして３,３４３万円の減となっており

ますが、昨年、庄内振興局の空調設備工事を行いました。その工事分が減額となっております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  総務部長。 

○総務部長（吉野 宗男君）  総務部長でございます。４３ページをお願いいたします。 

 ６目の企画費につきましては７,５５６万６,０００円を計上いたしております。主に指定管理

者選定委員会の委員さん、並びに地域審議会の委員さんの報酬で１１６万３,０００円、並びに

総合計画に基づきます主な主要経費の主なものでございますけれども、１９節のコミュニティバ

スの運行委託に係る経費を４,７２２万４,０００円、補助と物件費等を合わせまして４,７２２万

４,０００円、並びにまたコミュニティ地域の底力再生事業４３３万円、並びに市長の５つの

テーマによります高齢化対策と小規模集落対策といたしまして、小規模集落への定住を推進し、

地域の維持強化を図るため、新たな担い手を外部から誘致して、定住・定着を図るための取り組

みでございますけれども、田舎で暮らしたい事業７４８万２,０００円、これは物件費等でござ

います。と小規模集落モデル地区の取り組みといたしまして、他の集落への普及を推進するため

の事業として、小規模集落支え合い事業、１９節で補助金が１２０万円と、その他の人件費、物

件費等を含めまして３０６万２,０００円を計上いたしております。 
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 また、国内外交流対策では、今後の国内外の交流のあり方を検討する委員会の設置、調査団、

韓国の江陵市に派遣する事業、それとＡＰＵ開学１０周年記念事業への参加費用、並びに九州大

学など県外の大学との連携を検討いたします大学との連携交流事業を新規重点事業としてそれぞ

れの節に計上いたしております。 

 また、国民宿舎跡地周辺利用計画策定に係ります経費を賃金、消耗品等で物件費で計上いたし

ております。（発言する者あり）（「ページ」と呼ぶ者あり） 

 ページは４３ページでございますけれども、賃金とか報酬、需用費、そういう中にそれぞれ予

算を計上いたしているということでございます。（発言する者あり）（「そうじゃない、主要施

策」と呼ぶ者あり） 

 先ほどお配りをいたしました総合計画基本計画によります主要施策の中で、財政課長が大まか

に御説明を申し上げましたけれども、この中に予算をどのくらいかというのを計上いたしており

ます。（「何ページ」と呼ぶ者あり） 

 平成２２年度、当初予算関連資料ということでお配りをいたしておりますけれども、この中

で……（「何ページ」と呼ぶ者あり）１２ページですね。１２ページの５の中で、生活都市基盤

の整備ということで、コミュニティバスにつきましては、運行費用として４,７２２万４,０００円、

これには、補助金プラスその他の物件費等が入っております。 

 それと、７の住民参加・協働の促進ということで、先ほど申し上げました国内外交流の分が新

規事業といたしまして７４８万２,０００円、小規模支え合い事業が３０６万２,０００円という

ことで、補助金プラスその他消耗品等の経費を含めまして、物件費を含めまして、この節の中に

計上をいたしております。（「了解」と呼ぶ者あり） 

 次に、４４ページをお願いいたします。７目の電子計算費でございますけれども、本年度

６.２％増の９,５３１万５,０００円をお願いいたしております。これは、この目の主な経費に

つきましては、電子計算機の保守、それと運用業務などの管理並びにシステム開発に伴います委

託料、それと共聴施設整備事業補助金といたしまして１,６９０万円、並びに新規といたしまし

て、地域情報化計画策定事業費ということで５２５万９,０００円を計上いたしております。 

 次に、８目の公平委員会につきましては、公平委員会委員さんの委員報酬を計上いたしており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  挾間振興局長。 

○挾間振興局長（米野 啓治君）  挾間振興局長です。それでは私から、４５ページの９目地域振

興費について御説明いたします。 

 挾間振興局の主なものは１８節備品購入費でございます。電源立地対策交付金で２台、それか
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ら石油貯蔵設立地対策等交付金で１台の計３台分の消防積載車購入費７５６万円となっておりま

す。また１９節の負補交で、魅力ある地域づくりや個性豊かな地域づくりを目指すための地域活

力創造補助金の挾間分２００万円でございます。 

 後は、消防積載車に附随いたします保険料、リサイクル手数料と自動車重量税となっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  庄内振興局長。 

○庄内振興局長（佐藤 和明君）  庄内振興局長です。地域振興費の庄内振興局分だけ説明を申し

上げます。 

 １５節の工事請負費７９０万円、これは継続しております市道柿原庄内中学校線の改良工事と

いうことで、これも電源立地交付金で該当しております。 

 それから、次の１９節の負補交が、地域活力創造補助金として、庄内分が２００万円、それか

らコミュニティ助成金事業として２５０万円、これは神楽座の衣装をそろえるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長（佐藤 和利君）  湯布院振興局長です。１９節負補交で、地域活力創造補助金

として６００万円のうち、湯布院地域の２００万円の予算をお願いしているところでございます。 

 以上が主なものです。 

○議長（渕野けさ子君）  総務部長。 

○総務部長（吉野 宗男君）  総務部長でございます。４５ページをお願いいたします。 

 １０目の諸費についてでありますけれども、本年度４.６％増の２,９２０万５,０００円をお

願いいたしております。この目の主なものといたしましては、自治委員報酬２,５１４万

７,０００円、それと、１２の役務費で、自治会活動の保険料といたしまして１２８万３,０００円

を計上いたしております。 

 以上が主なものでございます。 

 次に、４６ページをお願いいたします。１１目の交通安全対策費につきましては、本年度予算

額１,３３１万２,０００円をお願いいたしております。この目には、市民の皆さんの交通安全啓

発、それと推進並びにまた防犯対策に関する費用を計上いたしております。主なものといたしま

して、指導員や補導員、それとまた協議会委員さんの報酬を初めとする補助が主なものでありま

す。ほぼ昨年並みの予算額ということで計上をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  湯布院振興局長。 
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○湯布院振興局長（佐藤 和利君）  湯布院振興局長です。１２目の防衛施設周辺整備総務費を説

明いたします。 

 ９節の旅費で、福岡・東京での防衛の合同陳情に伴うものをお願いしておりまして、本年度の

予算といたしましては１１０万７,０００円で、対前年比３万９,０００円の増でございます。 

 以上が主なものです。 

○議長（渕野けさ子君）  総務部長。 

○総務部長（吉野 宗男君）  総務部長でございます。４７ページをお願いいたします。１３目の

人権・同和対策費につきましては、ほぼ前年並みの予算規模の７３２万６,０００円をお願いい

たしております。この目の概要につきましては、人権啓発に伴う予算を計上いたしておりまして、

主なものは、命の循環を大切にいたします市民の集い、それと社会を明るくする運動、本年度庄

内町阿南小学校を対象といたしまして、人権の花運動に係る事務的経費並びに施策経費というこ

とになっております。 

 次に、４８ページをお願いいたします。２款総務費の１目徴税費の中の税務総務費についてで

ございますけれども、本年度予算額１億５,３４１万１,０００円を計上いたしております。主に

税務課、収納課等の職員の給料と諸手当が主なものとなっております。 

 次に、４９ページをお願いいたします。４９ページの２目賦課費でございますけれども、

６１％増の７,９３６万３,０００円を計上いたしております。税務事務全般につきましての委託

費となっております。特に固定資産評価システムの支援費４,５０１万８,０００円と、在来家屋

現地調査業務１,４５０万円の委託料が主なものであります。 

 次に、３目の徴収費につきましては、４１％減の５３７万９,０００円を計上いたしておりま

す。これは減の理由でございますけれども、嘱託職員の減によるものでございます。この目には、

市税の徴収に必要な督促状、納付書の印刷、嘱託職員の雇用によります経費が主なものとなって

おります。 

 次のページ５０ページをお願いいたします。３項１目戸籍住民基本台帳費でございますけれど

も、１億９２９万６,０００円を計上いたしており、ほほ前年並みの予算となっております。こ

の目には、戸籍法に基づきます法定受託事務及び住民基本台帳法に基づきます住民に関する記録、

証明の交付等の事務、それと機械の借り上げ料等の事務的経費を計上いたしております。機械器

具、戸籍の電算システムの借り上げ料１,８３３万６,０００円が主なものでございます。 

 次に、５１ページの２目旅券発給費につきましては、本年１月から実施をいたしておりますパ

スポートの申請、交付事務に係る事務経費を計上いたしております。 

 次に、４項１目選挙管理委員会費についてでございますけれども、今年度予算額８００万

１,０００円を計上いたしております。前年対比１１６万６,０００円の減となっております。こ
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の目には、選挙管理委員さんの報酬及び職員給与及び国民投票法制度のシステム開発経費が主な

ものとなっております。 

 １０ページをお願いいたします。５２ページの２目選挙啓発費でございますけれども、明るい

選挙推進委員さんの謝金９万円を計上いたしております。 

 次に、３目の提子土地改良区総代選挙費についてでございますけれども、本年１２月に任期満

了となります総代選挙の投開票事務に係る経費６０万４,０００円を計上いたしております。 

 次に、４目の元治水井路土地改良区総代選挙費についてでございますけれども、平成２３年の

３月に任期満了に伴います総代選挙の投開票事務に係る経費として６０万１,０００円を計上い

たしております。 

 次に、５３ページの５目の参議院議員選挙費についてでございますけれども、本年７月２５日

任期満了に伴います参議院選挙に係る人件費、物件費等の執行経費と開票時間を短縮するための

自書式自動読み取り分類機１台を購入する予算などを含め、総額１,９９１万４,０００円を計上

いたしているところでございます。 

 次に、５３ページから５４ページにわたってでございますけれども、知事県議会議員選挙費に

ついてですが、平成２３年の４月２７日知事、４月２９日県議、これの任期満了に伴います選挙

経費を計上いたしております。 

 なお、今回につきましては、投開票事務が平成２３年度に執行されますことから、本年度につ

きましては、知事選に係る期日前投票事務並びに関係する経費として４１５万８,０００円を計

上いたしております。 

 次に、５４ページをお願いいたします。５４ページの５項１目統計調査総務費につきましては、

国勢調査に伴う臨時職員の雇用に係る賃金が主なものとなっております。 

 次に、２目の指定統計費についてでございますけれども、平成２２年の１０月１日に実施をさ

れます国勢調査に伴います指導員、調査員の報酬が主なものでございます。 

 次に、５５ページをお願いいたします。５５ページの６項１目の監査委員費についてでござい

ますけれども、ほぼ前年並みの１,６１４万８,０００円を予算措置いたしております。これは、

監査委員２名の報酬と事務局職員２名の人件費並びに物件費等が主なものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（秋吉 敏雄君）  健康福祉事務所長でございます。私のほうから、５６ペー

ジから６８ページにつきまして、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費について、御説

明を申し上げます。 

 この目の事業の主な経費といたしまして、地域総合福祉センター建設の工事費、管理費、備品
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購入費を含めまして、関係します諸経費を計上をしているところでございます。ですから、前年

度の予算としまして大幅な予算の増となってございます。 

 包括支援センター等が使用しています建物は解体いたしますので、福祉センター建設工事が完

成するまでの期間は、旧国民宿舎の一部を使用する計画でございます。当施設の修繕費、管理費

の予算を計上し、建設関係予算では３億４,６７３万円を計上してございまして、本体工事とし

まして３億２,９００万円としてございます。なお、本設計は現在委託中でありまして、この範

囲内で３月中旬には完成をする予定でございます。 

 建設費に関係します予算としまして、１１節の需用費、修繕費の１７３万３,０００円でござ

いますが、これは国民宿舎の水道管が破裂しておりまして現在停止しておりますが、これの仮設

の工事費でございます。それと、検査料、これは浄化槽の水質検査でございます。その他の手数

料としまして設計の審査でございます。それと、本体工事に係る経費としまして、本体工事費の

３億２,９００万円、それと、備品購入費５８８万円でございますが、これは会議室のいす・机

等を購入するものでございます。 

 次のページをお願いいたします。１９節の負補交でございますが、民生委員・児童委員活動費

としまして８８８万９,０００円、９２名分の委員に補助するものでございます。 

 次に、２目の高齢者福祉費に関する経費でございますが、主な経費としまして８節報償費で、

記念品は喜寿・米寿・１００歳と節目のお祝い時に、商品券を記念品として出すものでございま

す。 

 １３節の委託料ですが、介護予防支え合い事業として２,４００万円を計上してございます。

この内訳としましては、外出支援生きがいデイサービス、生活指導員派遣等の事業であり、

１０事業が実施しております。本年、新規事業といたしまして６事業を予定をしているものでご

ざいます。 

 １９節の負補交でございますが、高齢者見守り支援事業１９０万円、単位老人クラブ３４２万

円の補助金は、ともに９５区老人クラブに補助をいたします。火災警報器設置の補助を昨年に引

き続きまして、対象者の未設置者に引き続き補助をいたします。 

 特別養護老人施設建設補助金は、若葉苑に４１４万４,０００円を補助しまして、残り７年間

の補助期間がございまして、あと残りが２,６７５万６,０００円の残がございます。 

 ２０節扶助費、老人保護措置費でございますが、養護老人ホームの施設、７施設分の経費でご

ざいまして、実績によりまして２０４万５,０００円の減額になってございます。 

 次に、３目の障がい者福祉費でございますが、予算額の前年対比では１２％の伸びとなってご

ざいますが、医療費や福祉サービス等が増になっていますのが主な要因となってございます。主

な経費としまして、５８ページでございますが、８節の報償費でございます。障がい者福祉券を
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３障害の方に、商品券としまして５,０００円の商品券をお出しします。 

 １３節の委託料であります。地域活動支援センター事業はさくら会に出すものでございます。

相談支援事業は庄内の社協に出すものでございます。 

 次に、１９節の負補交でありますが、利用者の増加により、実績に基づき前年度予算より増額

になってございます。負補交の予算の内容としまして、特に主なものは、地域生活支援事業負担

金としまして、４サービスの１４事業所に補助いたします。そして、障がい者サービス費の負担

金３億４,１５４万４,０００円でございますが、１６サービス事業者の７１施設事業者に補助い

たします。 

 ２０節の扶助費でございますが、補装具給付費、これは補聴器具、並びに車いすなどの購入費

のときに給付するものでございます。 

 次のページをお願いいたします。続きまして扶助費でございますけれども、重度心身障害者医

療費補助は、身障手帳の１級・２級、精神の１級、療育手帳のＡの方に出す助成金でございまし

て、日常生活用具給付金は、ストマー・つえ等の生活の補装具でございます。特別障害者手当給

付金は、特別障がい者、障害者児童手当として扶助するものでございます。 

 次に、４目の国民健康保険事務費でございますが、２８節の繰出金は３億１,５８４万

８,０００円です。国民健康保険特別会計に繰り出すものであり、前年度予算より８,４５１万

２,０００円の減額予算となっております。この要因としましては、国保会計で基金を繰り入れ

ているものが要因でございます。 

 続きまして、６目の後期高齢者医療費の事務費であります。１９節の負補交でありますが、療

養給付費負担金、広域連合の負担金６億４,３０３万８,０００円であります。前年度予算より

９４９万２,０００円の増額となっております。これは医療費の増額ということになってござい

ます。 

 ２８節の繰出金としまして、後期高齢者医療費事務費基盤安定事業といたしまして、計１億

２,１０３万円でございまして、前年度予算より３２４万３,０００円の増額予算となってござい

ます。 

 ６０ページをお願いいたします。次に７目の介護保険事務費でございますが、２８節繰出金は

４億６,３７４万４,０００円でございます。介護保険事業に市の負担分として繰り出すものでご

ざいます。前年度予算より７９４万７,０００円の増額予算となってございます。これは介護給

付費の増によるものでございます。 

 ８目の国民年金事務費でございますが、人件費と事務費の経費をお願いしてございます。 

 次のページをお願いいたします。２項児童福祉費１目児童福祉総務費でございますが、２２年

度から新たに支給します子ども手当給付金３億８１９万４,０００円予算計上をしてございます。
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予算額の前年度対比では３億４,４１６万８,０００円の大幅な増額の予算となっております。主

な経費としましては、７節の賃金としまして３２４万円でございますが、家庭相談員と母子自立

支援員２名の嘱託員の賃金でございます。 

 ２０節扶助費、児童扶養手当関係でございますが、現行の児童手当につきましては、３歳未満

は１万円、３歳以上の乳幼児は、１・２子それぞれ５,０００円、３子以降が１万円の１２歳ま

で支給しております。このたびの子ども手当の新設といたしまして、その不足分３,０００円、

８,０００円、３,０００円を子ども手当給付金で加算して、一律１人当たり１万３,０００円と

し、支給年齢を１５歳まで拡大して子ども手当１万３,０００円を支給します。今年は、制度上

の支給別に予算計上をしておりますが、２３年度からは、子ども手当に一本化する予定でござい

ます。 

 次の児童扶養手当給付金は、母子・父子のひとり親の方に子ども手当を支給することでござい

まして、所得に応じての手当を給付するものでございます。 

 ２目児童運営費でありますが、保育所運営関係の経費で、主なものとしましては、挾間保育園

の建てかえに対します補助金を計上してございます。 

 ６２ページをお願いします。１３節の委託料でございますが、地域子育て支援事業費につきま

しては宮田、ひばり、すみれ、各保育園に出すものでございます。放課後児童健全育成事業は児

童クラブ９クラブに、児童館事業は宮田、ひばり、各保育園に出すものでございます。 

 次の１９節負補交でありますが、保育所等施設整備事業は、挾間保育園の建てかえに対します

補助金で１億１,５４２万８,０００円でございます。内訳としまして、県が２分の１の補助

７,６９８万８,０００円、市の補助の負担分としまして、４分の１、３,８４９万４,０００円、

事業者の負担分としましては、同じく４分の１で３,８４９万４,０００円となってございます。

開所時間延長事業、延長保育事業とも８保育園に対して補助するものでございます。 

 ２０節の扶助費でございますが、これは保育所の運営費でございまして、市内の８園、それと

市外の園に行っております園に対しまして運営費を出すものでございます。 

 ３目母子福祉費でございますが、２０節の扶助費、ひとり親家庭医療費の助成では、母子・父

子家庭に医療費の助成でございます。 

 ６３ページをお願いいたします。次に、３項生活保護費１目生活保護総務費でございますが、

新規事業といたしまして、セーフティネット支援対策事業といたしまして、住宅確保、就労支援

を行うために、就労支援員の１名を嘱託で雇用して支援を行う事業を計上してございます。 

 ７節の賃金で１名を、その嘱託員を１名を計上しているところでございます。 

 また、１３節の委託料の生活保護レセプト管理システム導入業務を新規事業として計上してご

ざいます。これは、レセプトの電子化によってレセプトを管理するものでございます。 
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 次に、２目の扶助費としまして、生活扶助費２００世帯、医療費扶助費の２２５世帯の経費を

見てございます。５億２,７１１万３,０００円の経費でございます。 

 次に、６４ページをお願いいたします。次に、４項知的障害者福祉施設費、１目の小松寮事務

費でございますが、小松寮に対する事務的経費を計上してございます。 

 ６６ページをお願いいたします。２目の小松寮生活費でございますが、３目の小松寮生活改善

費といたしまして、この経費につきましては、小松寮の入寮者９８名分の経費をお願いをしてい

るところでございます。 

 次のページをお願いいたします。６７ページです。４款衛生費１項保健衛生費、１目の保健衛

生総務費でございますが、事務的経費を計上しておりまして、主な経費としましては１３節の委

託料でございます。検診委託としまして、集団検診、個別検診の委託の検診としまして３,３９６万

９,０００円を計上してございます。 

 ６８ページをお願いいたします。２目の母子保健費でございますが、重点施策としまして、児

童医療費助成の新規事業の児童医療費の助成金を計上してございます。主な経費としましては、

１３節の委託料で、検診としまして、妊婦検診の１４回分、乳児検診などでございます。 

 次に、２０節扶助費でございますが、先ほど申しました新規事業としまして、児童医療費助成

金でありますが、乳幼児医療費の拡大としまして、小学３年生までの児童の入院・通院の医療費

の助成を行うものでございまして、２,５４０万円の予算を計上してございます。 

 次に、４目の予防費でございまして、主な経費としましては、次のページをお願いいたします。

６９ページでございますが、高齢者のインフルエンザの予防接種費としまして約６,４００名の

見込みをしてございます。次の予防接種費は、三種混合、麻疹・風疹混合ワクチン、日本脳炎な

どの予防接種の費用でございます。 

 ２０節の扶助費でございますが、今年、新たに乳幼児Ｈｉｂワクチン予防接種の助成をお願い

してございます。４回の接種であり１回３,０００円の助成をするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  ここで暫時休憩いたします。再開は１１時１５分に再開いたします。 

午前11時07分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時18分再開 

○議長（渕野けさ子君）  再開します。 

 次に、環境商工観光部長。 

○環境商工観光部長（平野 直人君）  環境商工観光部長です。それでは、６９ページ、衛生費

１項保健衛生費、５目の環境衛生総務費から説明をさせていただきます。この目の概要は、職員
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の人件費、火葬場嘱託職員４名分の賃金、共済費のほか、犬火葬、公衆トイレ、小型合併処理浄

化槽等の予算を計上しております。昨年度から５.６％の減となっていますが、その要因は、公

園予算が都市景観推進課の移行されたためでございます。 

 次に、７０ページの６目環境対策費の事業概要でございますが、美化活動、地球温暖化防止、

湯布院地域の下排水管の管理、産業廃棄物対策技術支援業務委託を計上しております。この目は

前年度から１７.４％の減になっています。その要因は、花いっぱい事業が建設課に移行された

ものでございます。 

 次に、７１ページ、清掃総務費でございますが、主に清掃作業員２名の賃金、ごみ処理、し尿

処理に係る総務費を計上しております。環境衛生組合の負担金でございますが、昨年度より

１,０３５万円程度減になっていますが、このことは、ごみの搬入量の減少と助燃剤が減少して

おります。それに伴います維持管理費の減によるものでございます。 

 次に、７１ページのし尿処理費でございます。──失礼しました。７１ページ、７２ページの

２目塵芥処理費でございますが、湯布院地域におけるごみの処理に関する経費をこの目で上げて

おります。 

 次に、７２ページ、３目のし尿処理費でございます。２目同様、湯布院町内のし尿貯留施設の

維持管理料とし尿処理運搬料が主なものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（佐藤 省一君）  産業建設部長です。４款衛生費３項上水道費１目上水道施設費

につきましては、繰出金を上げております。一般会計より、簡易水道事業特別会計への繰出金に

伴うものと、上水道事業特別会計へ繰出金１億６,６６８万２,０００円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  環境商工観光部長。 

○環境商工観光部長（平野 直人君）  環境商工観光部長です。それでは、７３ページの５款労働

費１項労働諸費、１目の労働諸費でございます。ここは、負補交でシルバー人材センターの助成

金・補助金を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（佐藤 省一君）  産業建設部長です。６款農業水産業費１項農業費、１目の農業

委員会費でございます。７３ページでございます。ここには、農業委員会の予算となっておりま

す。農業委員さん３７名の報酬、それから農業委員会職員５名の人件費、及び農地流動化に関す

る予算で５,４９９万２,０００円を計上いたしております。 
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 前年度より比較いたしまして６８１万５,０００円増となっておりますが、７４ページをお願

いいたします。増額の理由といたしましては、新規に耕作放棄地対策といたしまして、農地利用

状況調査集計業務の臨時職員の賃金１４４万７,０００円、同じく調査員各地区１名、計３名の

報償費１９０万８,０００円が主なものとなっております。 

 次に、２目の農業総務費ですが、これからは農政課の予算となります。農業総務費では、農政

課職員１８名、湯布院・庄内振興局農政係各２名、計２２名の職員の人件費が主なものでござい

ます。１億４,３３０万９,０００円を計上いたしております。 

 次に、３目の農業振興費ですが、７５ページから７６ページ、７７ページにまたがっておりま

す。３目の農業振興費といたしましては、農業経営の安定や所得の向上、担い手の育成、集落営

農組織の推進などで、営農環境の改善を図るために４億６,２９２万３,０００円を計上しており

ます。前年比と比較いたしまして１億６,１９３万５,０００円の増加となっておりますのは、昨

年から由布市が推進しております企業参入予算として、経営構造対策事業補助金等で約１億

５,８４０万５,０００円の計上が主な理由です。主な内容といたしましては、７賃金で、本年度

から農業の指導体制の強化等のために、農業指導員の雇用経費といたしまして２４０万円を措置

しております。 

 １３委託料では、本年度の重点予算といたしまして、地産地消事業であります農商工間連携地

産地消事業で、事業計画策定の予算９０万円を計上いたしております。 

 １９節の負補交では、昨年から取り組んでおります学校給食地場農畜産物利用拡大事業で

４００万円を計上いたしております。これまで農業法人等で作付の基礎となっております第三期

の中山間地直接支払い制度で２億５,４３０万円を計上いたしております。 

 続きまして、７７ページ、７５ページには、４目の畜産振興費でございますが、昨今の飼料の

高どまりや流量制限、価格の低迷など経営悪化が続いておりますが、畜産経営の効率化等の予算

として５,８３７万４,０００円を計上いたしております。主なものといたしましては、１９節の

負補交で牛の増頭に伴う畜舎等の改築や増築といたしまして、低コスト畜産肉用牛大規模経営育

成事業補助金７０２万９,０００円、その他に久住飯田南部区域広域農業開発事業補助金

４,２００万７,０００円を計上いたしております。その他は、畜産品評会等の予算も計上いたし

ております。 

 次に、５目の農地費でございますが、水路や農道等の農業基盤整備による農業環境の向上に向

けた予算で８,８９９万６,０００円を計上いたしております。昨年と比較いたしまして

２,５３７万６,０００円の減額となっておりますが、減額の理由といたしましては、昨年行いま

した実施計画の作成委託料、県営農免道路整備負担金等が主な理由でございます。 

 主な予算といたしましては、工事費では、農山村活性化プロジェクト支援事業で２,０７０万
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円、委託料としまして、昨年策定しました実施計画に基づきまして、経営中山間地域総合整備事

業負担金１,４４０万円、県営農道保全対策事業負担金１８５万５,０００円や、地域が連携して

農業環境を維持する農地・水環境保全対策事業負担金といたしまして１,９６３万６,０００円を

計上いたしております。 

 次に、６款農業水産業費、２項の林業費、１目の林業振興費でございます。７９ページから

７８ページにかけてあります。１目の林業振興費ですが、世界的規模で問題となっております地

球温暖化対策や遊休農地の増加等、地域環境の悪化によりまして、有害鳥獣対策経費等を計上い

たしております。３,８８０万５,０００円となっております。増額の理由といたしましては、緊

急雇用事業で行います妙音山林道大分中部線の除草作業委託料や、森林整備地域活動支援事業交

付金の増加によるものでございます。 

 予算の主なものといたしましては、有害鳥獣駆除の委託料として３３０万円、１９節の負補交

で、間伐促進路網整備事業補助金３００万円、それから緊急間伐事業補助金３０９万２,０００円

や、森林整備地域活動支援事業１,６５９万１,０００円を計上しております。その他にイノシシ

の被害防止対策事業、シイタケの生産対策事業等を計上いたしております。 

 次に、２目の林道事業費は、林道の維持管理経費で３,３３７万６,０００円を計上いたしてお

ります。主なものは、林道大分中部線の舗装工事です。また、昨年比較で減額の理由は、工事請

負費等の減少でございます。 

 次に、３項の水産業費ですが、大分川の内水面漁協振興会補助金等で３８万１,０００円を計

上いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  環境商工観光部長。 

○環境商工観光部長（平野 直人君）  環境商工観光部長です。それでは、８１ページ、７款商工

費１項商工費、１目の商工総務費から説明をさせていたたぎます。 

 この目の事業概要につきましては、職員人件費７名分と、これに関連する職員手当の計上と、

７節で賃金で消費生活相談員１名分、これらに関する経費を計上させていただいております。 

 １９節では、大分県産業創造機構負担金等商工関係団体の負担金を計上しております。 

 なお、おおいた勤労者サービスセンターは、平成２３年度より、国の助成金がなくなることか

ら、２２年度の幹事会、理事会において協議をされるということになっておりますので、御報告

をしておきたいと思います。 

 次に、８２ページ、２目の商工振興費です。この目は、商工振興を図ることから、１９節の負

補交で、商工会や地域経済活性化中小企業者利子補給補助金を計上しております。特に地域経済

活動助成金につきましては、市民のこの活動助成金は、経済活性化補助金はお買い物券のことで
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ございまして、市民の皆様から３地域共通のお買い物券にしてほしいという御意見もございます。

そのことから、３商工会と協議を重ねて方針を定めてまいりたいというふうに思っております。 

 次に、８２、８３ページの３目の観光費の事業の概要でございますが、観光庁や大分県の御支

援をいただきながら、平成２２年度の重点枠の事業であります観光振興計画策定業務や塚原高原

観光協会の事務所施設整備補助、由布川峡谷観光協会の設立や市内観光業務を充実するための予

算でございまして、広島東洋カープとのスポーツ観光交流事業とその協力に推進させていきたい

と考えております。また、湯布院観光の目玉ではございます辻馬車の補助金を計上させていただ

いております。 

 昨年に引き続きまして、ふるさと雇用再生事業を活用しました湯布院・湯平・塚原高原観光協

会、地域観光発信業務等を１３節委託料で、それから１９節負補交の中に予算計上をさせていた

だいております。よろしくお願いします。 

○議長（渕野けさ子君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（佐藤 省一君）  産業建設部長です。８款土木費１項土木管理費１目土木総務費、

これからは建設課の予算となります。１目の土木総務費は、建設課職員１５名、庄内振興局２名、

湯布院振興局１名、計１８名の人件費等が主なものでございます。１億３,２７９万４,０００円

を計上いたしております。 

 新規事業といたしましては、２２年度より担当課となります花いっぱい運動作業員４名の賃金

７６４万４,０００円、急傾斜地崩壊対策事業７２０万円が含まれております。昨年比較で減額

の理由といたしましては、人件費５名分が都市・景観推進課のほうで予算計上したためでござい

ます。 

 続きまして、８５ページ、道路維持費でございますが、１目道路維持費につきましては、由布

市内の生活道路の適正な維持管理を行うための予算でございます。作業員の賃金が６５８万

８,０００円、修繕費４５０万円、草刈り業務１６カ所で５１８万５,０００円となっております。

工事請負費では、各地域２,０００万円の６,０００万円を計上いたしております。合計

９,７９７万８,０００円となっております。昨年比較で減額の理由といたしましては、修繕費、

工事費が減となっております。 

 ８６ページをお願いいたします。２目の道路新設改良費でございます。この中には、国土交通

省事業５本、防衛交付金事業５本、過疎債２本の計１２本の事業を行っております。道路新設改

良費では、前年比３億４,７９１万９,０００円増の８億９,８０７万３,０００円を計上いたして

おります。 

 幹線道路の整備促進といたしましては、湯布院地域の新規事業といたしまして、市道並柳線ほ

か２路線の測量設計委託料に２,８９０万円を計上いたしております。それから橋梁長寿命化に
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伴う橋梁の点検委託料を１,５００万円計上いたしております。また、道路整備計画策定委託料

といたしまして６００万円を計上いたしております。委託料につきましては、前年比４,６７０万

円増の５,４７０万円を計上いたしております。 

 次に、工事費につきましては、前年比２億２,４７０万円増の６億４,５１０万円を計上いたし

ております。市道改良工事といたしましては、国土交通省の交付金事業で、市道東行田代線ほか

３路線の工事を実施いたしております。また、防衛省の調整交付金といたしまして、市道川北

２号線ほか２路線の工事を実施いたしております。 

 工事請負費の主な増額理由といたしましては、小野屋櫟木線の工事請負費でございます。本年

度は、橋梁の下部工、上部工、取りつけ道の工事費、約２億２,２００万円を計上いたしており

ます。 

 公有財産購入費といたしましては、土地購入費２,０５８万６,０００円を計上いたしておりま

す。これは改良事業に伴う用地取得でございます。東行田代線、小鹿倉線等が主なものでござい

ます。 

 負担金補助及び交付金でございますが、県の改良事業負担金といたしましては、県が工事いた

します庄内久住線ほか７路線の事業負担金で４,５９０万円を計上いたしております。工事負担

金７,３００万円につきましては、市道小野屋櫟木線改良工事に伴うもので、国道２１０号線と

市道との交差点が新設されるため、国土交通省のほうで工事を行ってもらうための負担金となっ

ております。以上でございます。 

 次に、３項の河川費ですが、湯布院地域、挾間地域の県管理河川の草刈り業務の委託料といた

しまして１３１万８,０００円を計上いたしております。 

 次に、４項都市計画費、１目の都市計画総務費でございますが、これからは都市・景観推進課

の予算となります。１目の都市計画総務費につきましては、湯布院・挾間地域の開発に伴う審議

会委員報酬、都市・景観推進課職員５名分の人件費でございます。また、２２年度より、２カ年

かけて由布市マスタープランの作成の委託料８２８万５,０００円、２１年度より、雨水対策と

いたしまして下市の排水改修を行っておりますが、本年度はＪＲの新設工事となります。そのた

め工事負担金２,２００万円を計上いたしております。合計で５,８２２万６,０００円を計上い

たしております。 

 昨年比率で減につきましては、委託料の減、それから人件費を建設課より、都市・景観推進課

で計上したための差額でございます。 

 ８８ページをお願いいたします。次に、２目の都市景観対策費につきましては、景観審議会、

景観協議会及び屋外広告物に関する事務で、許可違反の取り締まりが主なものでございます。そ

れと由布院盆地景観計画に伴う印刷製本費９６万１,０００円、景観協議会補助金４１７万
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９,０００円となっております。 

 次に、３目土地利用規制対策費につきましては、国土利用計画法によりますところの調査事務

でございます。県より交付金をいただいております。 

 次に、公園費につきましては、由布市内にあります約３０カ所の公園の維持管理、修繕・清掃

管理を行うものです。８４９万２,０００円計上いたしております。前年度より予算額はふえて

おりますが、２１年度まで環境課で管理いたしておりました公園管理を、都市・景観推進課が管

理をすることによりますところの増でございます。 

 次に、５項下水道費でございますが、１目の公共下水道費につきましては１,２００万

５,０００円を計上いたしております。主なものは、公共下水道債償還のために公共下水道事業

特別会計への繰出金となっております。 

 次に、６項の住宅費でございます。この住宅費につきましては、建設課の予算となります。主

なものにつきましては、住宅修繕費６４０万円、住宅浄化槽清掃管理委託料といたしまして

４６２万７,０００円、工事請負費といたしまして、４棟分、住宅の解体工事を４８０万円計上

いたしております。 

 工事費につきましては、前年比３,２０６万７,０００円の減額となっておりますが、これは、

前年度に住宅高架水槽の改修工事や市営住宅全戸に火災報知機を設置しましたので、工事費が減

額となっております。 

 また、先ほど財政課長より説明がありましたように、建設課のほうでちょっとチェックができ

ませんでした。大変申しわけありません。６月補正で補正修正したいと思っております。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（平松十四生君）  消防本部総務課長です。それでは、私から９０ページの

９款消防費１項消防費１目常備消防費について御説明を申し上げます。 

 本年度は、前年度と比較して５,９０９万８,０００円減の５億３,１６３万５,０００円を計上

しております。これは給料、職員手当の減によるものが主なものとなっております。また、この

常備消防費の事業概要につきましては、消防職員の火災救急等災害に出動するに当たり、安全の

確保と地域住民の生命・身体を守り、安全と安心の向上をさせていくための予算でございます。 

 新規事業といたしましては、８節報償費に１０万円の予算を計上しておりますが、これは大分

県防災航空隊に派遣をしておりました職員の訓練中の事故を受け、由布市消防本部としては、こ

の事故を契機として、毎年５月を由布市消防本部の「安全教育月間」と定め、消防職員の安全管

理の徹底に努めてまいりたいと思います。そのための講師派遣の謝礼でございます。 

 次に、１９節負担金補助及び交付金の中で、新たに自動車学校入校費として２０万円を計上し
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ております。現在、大型運転免許に必要な車両が由布市消防本部に配置されております。大型免

許保持者が現在３０名いますが、今後、団塊の世代の退職によって半数以上の大型免許保持者が

退職となり、消防車の機関員が不足し、災害現場に出動できなくなり、消防業務に支障を来たす

ことが、また道路交通法の改正により、大型免許までの経費が３０万円以上かかり、若い職員に

とっては多額の出費となることから、大型免許取得に係る自動車学校入校に対する一部の助成を

行うものであります。 

 次に、２１ページの１３節委託料に設計監理２０万円と１５節工事請負費１７０万３,０００円

を計上しております。これは先ほど申し上げました安全管理を再検証いたしまして、職員が事故

のない安全な環境の中で訓練ができるように、訓練塔の設計監理や工事請負費等が主なものです。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  総務部長。 

○総務部長（吉野 宗男君）  総務部長でございます。９１ページ、９２ページにかけてでござい

ますけれども、９款消防費、２目の非常備消防費５,５０８万７,０００円を計上させていただい

ております。前年対比で１.３％の減ということになります。主なものといたしましては、１節

の報酬１,４２９万７,０００円、消防団員８０５名分の報酬でございます。 

 次に、９節の旅費でございますけれども、費用弁償といたしまして９６９万６,０００円、消

防の出動手当ということでございます。それと、１９節の負補交の中で、県消防補償等組合負担

金１,７３５万１,０００円等が主なものとなっております。 

 次に、３目の消防施設費につきましては、５７％増の６９１万円を計上させていただいており

ます。主なものといたしまして、１８節の備品購入費６８３万５,０００円を計上いたしており

ますけれども、湯布院方面隊第４分団１部の消防車の買いかえの予算が主なものとなっておりま

す。 

 次に、９３ページをお願いします。４目の災害対策費でございますが、前年対比８８３万

４,０００円増の１,１３８万７,０００円の予算計上をいたしております。主に１３節の委託料

で１２５万円、湯布院の地区の防災無線の保守料、それと１５節の工事請負費で５０７万

２,０００円を計上いたしておりますが、これは湯布院地区の奥江の屋外拡声器の増設工事費で

ございます。 

 以上が主なものでございます。 

○議長（渕野けさ子君）  教育次長。 

○教育次長（島津 義信君）  教育次長でございます。１０款教育費について御説明をいたします。 

 まず、１項教育総務費についてですが、９４ページ、２目事務局費におきまして、市長の重点

施策の一つであります学力向上対策として、ティームティーチングや習熟度別授業など、きめ細
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やかな取り組みを行うため、小学校に臨時教諭を配置するための賃金を１,２１５万円計上いた

しております。５名を予定をいたしております。 

 ９５ページ、委託料中、学校耐震診断につきましては、大津留小学校、塚原小学校の２校を予

定をしており、校舎につきましてはこれで診断が完了をいたします。 

 次に、９６ページ、４目中高一貫教育推進費についてでありますが、２２年度においても中高

乗り入れ授業を実施するため、各中学に２名ずつ、計６名分の臨時教員賃金を計上しております。

また、安全で便利な通学環境を確保するため、スクールバスの運行等通学支援に係る経費を計上

しているところでございます。 

 次に、第２項小学校費についてですが、９８ページ、３目学校建設費として、由布院小学校の

建築に係る工事請負費、設計監理費等４億７,９００万円をお願いしております。 

 なお、建築につきましては、継続費で御説明をいたしましたように、２３年度までの２カ年で

完了の予定でございます。 

 次に、９９ページの第３項中学校費につきましては、２１年度、今回補正分のきめ細やかな交

付金事業等々の調整を行ってきておりますので、通常経費の計上となっております。 

 次に、１００ページ、第４項幼稚園費につきましては、２１年度由布川幼稚園の改築工事がご

ざいましたが、完了いたしておりますので、大幅な減額となっております。 

 次に、１０２ページ、第５項学校給食費につきましては、給食センターが通年稼動をすること

になりますので、光熱費を初め運営費を計上しておりますが、前回補正で御指摘をいただきまし

たように、可能な限り無駄をなくし、効率的な運営に努力をしてまいりたいと思っております。 

 次に、１０４ページ、６項社会教育費についてですが、１目社会教育総務費で、今定例会で条

例制定をお願いをいたしております青少年健全育成に関し、指導員の研修費や市民会議補助金等

を計上いたしております。 

 次に、２目公民館費で、１０６ページの一番上にございますが、その他手数料として、湯布院

公民館のＰＣＢ廃棄物処理料１,０３１万６,０００円を計上いたしております。 

 １０７ページ、３目図書館費から６目歴史民族資料館費までは、例年と特に大きな相違はござ

いません。 

 次に、１１０ページ、７項保健体育費についてでございますが、昨年は実行委員会で運営を行

いましたＳＰＡ健康マラソンを２２年度では市が主催をし、１目保健体育総務費中に関連予算を

措置をしたいとしております。 

 また、１９節負補交で、３月設立予定であります庄内・湯布院の総合型地域スポーツクラブ自

立支援事業負担金を計上しているところでございます。 

 最後に、体育施設の管理につきましては、効率的な運営を図るとともに、１１２ページ、備品
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購入費で芝刈り機、噴霧器等の購入を予定をしておりますので、その関連予算を計上いたしてお

ります。 

 以上、１０款教育費の説明を終わります。 

○議長（渕野けさ子君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（佐藤 省一君）  産業建設部長です。１１款災害復旧費、１項の農林水産業施設

災害復旧費、それから２項の公共土木施設災害復旧費につきましては、農政課、建設課、災害に

対処するための経費を計上いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  財政課長です。それでは、１２款公債費について御説明をさせてい

ただきます。 

 公債費につきましては、１目の元金、それから２目の利子につきましても、いずれも減額とな

っております。これにつきましては、繰り上げ償還を行ったことによる減額でございます。 

 次に、１１４ページでございますが、諸支出金の普通財産取得費、１目の土地取得費でござい

ますが、これについては、土地開発公社の利子分、それから事務費等はそれの負担金が主なもの

でございます。減額となっておりますのは利子分が下がったという内容でございます。 

 それから、２項基金費の１目基金費につきましては、各種この基金がございますが、これの利

子の積み立てが主なものでございまして、利息等の関係で前年度よりも減となっております。 

 それから、１４款の予備費でございますが、前年度よりも５００万円ほど減額をいたしました。

これにつきましては、これまでの実績から５００万円減としても対応可能と判断しまして、減額

したものでございます。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第３３号 

日程第３．議案第３４号 

日程第４．議案第３５号 

日程第５．議案第３６号 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第２、議案第３３号平成２２年度由布市国民健康保険特別会

計予算から、日程第５、議案第３６号平成２２年度由布市後期高齢者医療特別会計予算の４件に

ついて、続けて詳細説明を求めます。健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（秋吉 敏雄君）  健康福祉事務所長でございます。では、議案第３３号の御

説明を申し上げます。 
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 平成２２年度由布市の国民健康保険税特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４０億３,９６３万

３,０００円と定める。 

 ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は４億円と定める。 

 歳入歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予

算の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。各項に計上した予

算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成２２年

２月２５日提出、由布市長。 

 ９ページをお願いをいたします。歳入でございますが、１款国民健康保険税でございますが、

前年度より２,５５６万１,０００円の減額となってございます。これは、平成２１年度の所得が

確定をしておらず、推計をしたためでございます。 

 １０ページをお願いいたします。その他の財源としまして、５款の国庫支出金、１１ページ、

６款の療養給付費交付金、７款の前期高齢者交付金、８款の県支出金、１０款の共同事業交付金

等がございまして、１３款１項１目の他会計繰入金は、前年度予算より８,４５１万２,０００円

の減額をしてございます。 

 ２款基金繰入金は、前年度予算より１億１,０００万円の増額としまして、３億１,０００円と

して歳入の予算を計上しているところでございます。 

 １５ページをお願いをいたします。歳出でございますが、１款１項総務管理費は、国保事業の

経費でございます。 

 １６ページでございまして、１６ページの２款国民健康保険給付費でございますけれども、一

般被保険者療養給付費が前年度との比較では大幅な増となっておりますが、要因としましては、

新型インフルエンザによる受診や制度改革で退職被保険者の医療の高額な方が６５歳になると、

一般被保険者に移行になるものが大きな要因であると思われます。 

 １７ページをお願いいたします。２項の高額療養費ですが、一般被保険者及び退職者被保険者

とも増加傾向にあります。 

 次に、１９ページをお願いいたします。３款後期高齢者支援金でございますが、前年度比較と

しまして減額となっていますが、２０年度において後期高齢者医療制度が創設し、支援金を過大

に納付をしたことから、今年度から平成２０年度分の精算が始まりまして、支援金が見込みで減

額されることが大きな要因でございます。 

 ５款老人保健拠出金でございますが、制度自体は終わっておりますが、精算事務が翌々年度と
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なっております関係上、平成２０年度３月精算分、１カ月分を見込んで計上しております。 

 次に、２０ページをお願いをいたします。６款介護給付金、７款共同事業拠出でございますが、

支払い基金・国保連合会に拠出するものでございます。 

 ２１ページでございます。８款保健事業の１項の特定健診事業でございますが、主に集団健診

及び医療機関での個別診断の委託料でございます。 

 ２項の保健事業は、訪問看護師による多受診、重複受診の指導、レセプト点検事業に係る経費

であり、３項は健康運動・療養等の指導事業でございます。以上でございます。 

 続きまして、議案第３４号平成２２年度由布市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３６１万８,０００円と定

める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は３００万円と定める。 

 歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の区分を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。各項に計上した予算額

に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成２２年２月

２５日提出、由布市長。 

 ６ページをお願いいたします。歳出の財源としまして、１款支払基金交付金、２款国庫支出金、

３款県支出金、４款繰入金等の歳入を見込んでございます。 

 ８ページでございます。歳出でございますが、１款の医療諸費でございますが、医療給付費の

精算分の支出でございます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  ここで暫時休憩いたしたいと思います。再開は１３時といたします。次

は議案第３５号から、１時からお願いいたします。 

午後０時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（渕野けさ子君）  再開いたします。 

 生野征平議員より、所用のため欠席届が提出されましたので、許可いたしました。 

 なお、副市長も、やむを得ない公務のために欠席届が出されておりますので、許可いたしまし

た。 
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 それでは、議案第３５号から健康福祉事務所長に引き続きお願いいたします。 

○健康福祉事務所長（秋吉 敏雄君）  では、議案第３５号の御説明を申し上げます。 

 平成２２年度由布市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３３億２,４７２万

９,０００円と定める。 

 ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は３億円と定める。 

 歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 １、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用。平成２２年２月２５日提出、由布市長でございます。 

 では、８ページをお願いをいたします。平成２２年度当初予算につきましては、第４期介護保

険事業計画値に基づいて、予算編成を行ってございます。 

 保険給付費が４.１％の伸び、地域支援事業が１４.３％の減少となっております。これに伴い

まして、保険給付費の財源であります介護保険料、支払基金、県支出金、繰入金等の負担割合に

応じまして、歳入予算を計上しております。 

 第１款の保険料、第１項介護保険料、１目の第１号被保険者につきましては、対象者の増に伴

いまして、特別徴収、普通徴収分で３.６％で５億４,９３０万７,０００円を計上してございま

す。 

 次に、３款国庫支出金、次のページをお願いします。４款支払基金、５款県支出金におきまし

ては、それぞれの負担割合において計上をしておるところでございます。 

 ７款の繰入金等におきましては、保険の給付費の伸びに伴いまして、４.１％の増額、４億

６,３７４万４,０００円の繰入金となってございます。 

 次に、１３ページをお願いいたします。歳出予算でございますが、１款総務費１項総務管理費

につきましては、介護保険の事務的経費を計上しておるところでございます。 

 １５ページをお願いをいたします。６項の計画策定委員会費につきましては、第５期介護保険

料事業計画策定に向けての調査分析等に係る経費でございまして、委託料２３１万円を計上して

いるところでございます。 

 ２款保険給付費、第１項介護サービス諸費から、１７ページの６項特定入所者介護サービス諸

費までにつきましては、第４期介護保険事業計画の平成２２年度事業計画値に基づきまして、介

護サービスに伴う事業費をそれぞれ予算計上しているところでございます。 
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 １８ページの５款地域支援事業費、第１項介護予防事業費、２項包括的支援・任意事業費につ

きましては、事業の減少に伴い減額の予算となっているところでございます。以上でございます。 

 続きまして、議案第３６号平成２２年度由布市後期高齢者医療特別会計でございます。 

 平成２２年度由布市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億７,６８４万４,０００円

と定める。 

 ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は３,０００万円と定める。 

 歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおり定める。 

 １、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用。平成２２年２月２５日提出、由布市長。 

 ５ページをお願いいたします。歳入でございます。 

 この会計の歳入につきましては、第３款の繰入金、１項一般会計からの繰入金でございます。

この繰入金としまして１億２,１０３万円の本年度の一般会計からの繰入金で、歳入の予算を組

んでいるところでございます。 

 次に、７ページをお願いします。歳出予算でございますが、２款後期高齢者医療広域連合の基

金、１項１目後期高齢者医療広域連合の納付金でございますが、保険料等の負担金でございまし

て３億７,３１８万６,０００円の予算を計上しているところでございます。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第３７号 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第６、議案第３７号平成２２年度由布市簡易水道事業特別会

計予算について、詳細説明を求めます。産業建設部長。 

○産業建設部長（佐藤 省一君）  産業建設部長です。議案第３７号につきまして説明申し上げま

す。 

 平成２２年度由布市簡易水道事業特別会計予算、平成２２年度由布市簡易水道事業特別会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９,５９４万５,０００円

と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 
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 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定により一時借入金の借り入れの

最高額は１,０００万円と定める。 

 歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成２２年２月２５日提出、由布市長。 

 ６ページをお願いいたします。歳入でございますが、１款１項の負担金では、平成２１年度は、

給食センターの２２０万５,０００円の大口の加入がございましたが、今年度は大口加入が現在

見込まれておりませんので１１５万５,０００円の減額となっております。 

 それから、２款２項使用料ですが、前年と同じぐらいの１億２,８８７万６,０００円を見込ん

でおります。 

 ７ページをお願いいたします。４款１項一般会計繰入金６,４１６万８,０００円、４款２項基

金繰入金７万８,０００円で、昨年比較で減額の理由といたしましては、２１年度簡易水道事業

計画策定業務、庄内簡易水道配水管新設工事等の工事をしており、本年度は委託料、工事請負費

等の減によるものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。歳出の説明をいたします。 

 １款１項１目の総務管理費ですが、６,７３０万４,０００円を計上いたしております。昨年比

率４,６２６万８,０００円の減につきましては、歳入でも申しましたように、委託料、工事請負

費等の予算が減となっているためで、主な内容といたしましては、職員５名分の人件費、庄内

町・湯布院町の簡易水道１０カ所の必要経費となっております。 

 ９ページをお願いいたします。２目維持管理費につきましては１,９８５万８,０００円を計上

いたしております。主な内容は、水道施設の光熱水費、修繕料と、昨年まで賃金で予算計上いた

しておりました砂上げ業務を委託料に組み替えております。 

 ２款１項公債費は、元金２６本と、利子２７本分の償還で２,０６４万２,０００円の減額につ

きましては、２１年度繰り上げ償還によるものでございます。 

 それから、１１ページより１８ページにつきましては、職員５名分の給与費明細を添付してお

ります。 

 １９ページをお願いいたします。簡易水道事業債で２２年度元金償還見込みによりまして、

２２年度末の現在見込み額は８億２,７７５万７,０００円となっております。 

 以上で詳細説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第３８号 
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○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第７、議案第３８号平成２２年度由布市農業集落排水事業特

別会計予算について、詳細説明を求めます。環境商工観光部長。 

○環境商工観光部長（平野 直人君）  環境商工観光部長です。それでは、議案第３８号平成

２２年度由布市農業集落排水事業特別会計予算の説明をいたします。 

 平成２２年度由布市農業集落排水特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９０４万２,０００円

と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は１,０００万円と定める。 

 歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項のただし書きの規定により、歳出予算

の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用でございます。平成２２年２月２５日提出、由布市

長。 

 それでは、６・７ページをお開きください。まず歳入でございます。歳入の主なものは、使用

料と一般会計からの繰入金が主なもので、全体の９９.８％を占めております。 

 次に、８ページの歳出でございますが、１款１項１目の管理費ですが、職員の１名分の人件費

が計上されております。 

 ２目につきましては、維持管理費について、特に東長宝処理場の脱水処理に係る部品、ジャバ

ラの交換と施設管理委託や汚泥処分７６０トンが主なものでございます。 

 次に、９ページの公債費でございますが、施設の償還金及び利子でございます。 

 残り１９年間で、平成４１年が最終となっております。 

 以上で終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第３９号 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第８、議案第３９号平成２２年度由布市健康温泉館事業特別

会計予算について、詳細説明を求めます。健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（秋吉 敏雄君）  健康福祉事務所長でございます。議案第３９号平成２２年

度由布市健康温泉館事業特別会計予算の説明を申し上げます。 

 平成２２年度由布市の健康温泉館事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億４,０９８万３,０００円
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と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は１,４００万円と定める。 

 歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でこれらの経費の各項の間の流用でございます。平成２２年２月２５日提出、由布市長。 

 では、５ページをお願いいたします。歳入でございます。この温泉館会計の運営につきまして

は、温泉館収入と繰入金の収入でございます。 

 １款の健康温泉館収入、１、１項の温泉館収入でございますが、２,５１１万８,０００円を本

年度予算計上してございます。特に使用料としまして、施設の使用料が４５万円ほど減額になっ

ております。これは、会議室等の使用の減に伴うものでございます。 

 ２款の繰入金、１項繰入金、１目繰入金でございますが、１億１,５３６万５,０００円、これ

は一般会計からの繰り入れでございまして２８６万２,０００円の減額となってございます。こ

れは基金利子の減額によるものでございます。 

 ６ページをお願いします。歳出でございますが、１款健康温泉館費、１項１目一般管理費でご

ざいますが、報酬からずっと温泉館の運営費の事務的経費を計上してございます。 

 ２目の施設管理費でございますが、今年度、工事請負費、いわゆる４６０万円を計上してござ

いますが、これは温泉館の屋根の雨漏りがひどくて、事務室の二階の雨漏り補修を行うための経

費でございます。 

 ２款公債費１項公債費、１目の元金でございますが、６,０００万円、これは償還金の元金で

ございます。 

 ８ページの償還金の利子でございますが、昨年より利子が減額になってございますので、その

分を計上してございます。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第４０号 

日程第１０．議案第４１号 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第９、議案第４０号平成２２年度由布市公共下水道事業特別

会計予算、及び日程第１０、議案第４１号平成２２年度由布市水道事業会計予算の２件について、

続けて詳細説明を求めます。産業建設部長。 
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○産業建設部長（佐藤 省一君）  産業建設部長です。議案第４０号につきまして説明を申し上げ

ます。 

 平成２２年度由布市公共下水道事業特別会計予算、平成２２年度由布市の公共下水道特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１,１０９万８,０００円と

定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定により一時借入金の借り入れの

最高額は１００万円と定める。平成２２年２月２５日提出、由布市長。 

 ５ページをお開きください。歳入につきまして、主なものは、他会計繰入金として１,０９５万

４,０００円が一般会計からの繰入金となっております。 

 ６ページをお開きください。歳出につきましては、公債費といたしまして１,０５８万

２,０００円、これは下水道事業債の元金、利子の償還金が主な歳出となっております。 

 ７ページをお開きいただきたいと思います。下水道事業債、今年度償還見込み額７５４万

９,０００円、当該年度末現在高１億５,１１７万３,０００円となっております。以上です。 

 続きまして、議案第４１号につきまして、説明申し上げます。 

 平成２２年度由布市水道事業会計予算、総則、第１条、平成２２年度由布市水道事業会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量、第２条、業務の予定量は次のとおりとする。給水戸数８,６５０戸、年間総給

水量３２４万３,０００立米、１日平均給水量８,８８５立米、主な建設改良事業配水管改良工事

２,３００万円、施設の新設更新工事１億９,７８５万３,０００円となっております。 

 ７ページをお開きください。収益的収入といたしましては、１目の給水収益では、給水収益等

は昨年と同額の４億５,０００万円を計上いたしております。 

 ２目その他営業収益につきましては、一般加入負担金は１３７件分の２,０４３万３,０００円

を計上いたしております。 

 ８ページをお願いいたします。２項２目他会計補助金では、２１年度に事業実施ができなかっ

た湯布院川北水源地周辺整備費、市の補助金等で２,９３６万６,０００円を計上いたしておりま

す。 

 １０ページをお願いいたします。収益的支出の説明をいたします。 

 ２款水道事業費用１項営業費用、１目の原水及び浄水費につきましては、水道原水を取水して

から浄水場で配水としてできるまでの処理を行う費用で１億３,８５８万８,０００円を計上いた

しております。主な内容といたしましては、挾間浄水場の嘱託職員３名分の賃金、委託料では、
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挾間浄水場関係の委託料と新規に水質検査委託料の中に、産業廃棄物処理施設建設予定に伴う大

分川取水口での原水水質検査が入っております。 

 それから、１７節修繕料では、２１年度の組み替えによる湯布院川北水源地導水管保護及び管

理道路整備３８０万円を計上いたしております。 

 次に、１１ページ、１２ページになるんですが、２目の配水及び給水費では、浄水場より、各

配水池を通して各家庭に給水するまでに要する費用で４,４７８万５,０００円を計上いたしてお

ります。主な内容といたしましては、湯布院地域での維持管理の嘱託職員１名分の賃金、水道

メーター検針員７９０万２,０００円、緊急時の修理費１,３００万円、請負工事費では、挾間

４５１カ所、湯布院３７７カ所の量水器の取りかえ等でございます。 

 続きまして、４目の総係費ですが、１３ページ、１４ページ、１５ページとなっております。

ここの４目の総係費では、水道事業、事務的経費で８,３５８万６,０００円を計上いたしており

ます。 

 ここでは、水道課職員８名の人件費、事務援助嘱託職員２名分の賃金が主なものと、修繕料

３８０万６,０００円につきましては、湯布院地域の水道係庁舎の外壁の補修となっております。 

 次に、５目の減価償却費の１億４,１７０万７,０００円につきましては、本年度固定資産の減

価償却額であり、現金の支出を伴なわないもので損益勘定留保資金として取り扱いとなります。 

 １６ページをお願いします。２項営業外費用、１目の支払利息及び企業債取扱諸費であります

が、１１の企業債の借り入れの利息となっております。前年対比５３９万２,０００円の減額に

つきましては、２１年度繰り上げ償還を行ったためでございます。 

 １９ページをお願いいたします。次に、資本的収入を御説明いたします。 

 ３款資本的収入、１項１目の企業債ですが、建設改良に伴う企業債１億１３０万円です。 

 ３項１目消火栓建設受託金の１００万円は、一般会計よりの繰出金で消火栓２基を予定してお

ります。 

 ２０ページをお願いいたします。ここでは、一般会計補助金と国庫補助金を合わせて７,２１４万

８,０００円を計上いたしております。内容につきましては、備考に書いてあるとおりでござい

ます。 

 次に、資本的支出について、説明申し上げます。 

 ４款の資本的支出、１項建設改良費、１目の上水道施設費につきましては、職員２名分の人件

費、１４節委託料は、湯布院紫外線処理施設実施設計と川北水源周辺整備の分筆測量委託

８８６万２,０００円となっております。 

 ２８節の請負工事費は、新設２件、移設１件、更新４件と、川北水源及び乙丸水源系統の２カ

所の紫外線設備工事でございます。総額２億２,０８５万３,０００円となっております。 
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 ２２ページをお願いいたします。２項１目企業債償還金は１億３,７２０万１,０００円でござ

います。 

 ２３ページですが、上水道事業債で、庁舎で１億１３０万円の借り入れ見込みで、１億

３,７２０万１,０００円の今年度償還見込みによりまして、２２年度末の現在高見込み額は

２３億５,２０９万３,０００円となっております。 

 ２４ページから３１ページにつきましては、職員１０名分の給与明細をつけております。 

 それでは、１ページにお戻りください。収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出の

予定額は、次のとおりと定める。 

 収入、第１款、水道事業収益５億２３６万８,０００円、支出、第２款水道事業費用５億

２３６万８,０００円。 

 次のページをお願いします。資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及び支出の予定額は、

次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億８,１６９万

１,０００円は、減債積立金１,０００万円、過年度分損益勘定留保資金１億７,１６９万

１,０００円で補てんするものとする。） 

 収入第３款資本的収入２億７２３万円、支出、第４款資本的支出３億８,８９２万１,０００円

です。 

 第５条、企業債の借り入れ限度額を１億１３０万円としております。 

 第９条、上水道事業のための一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は１億２５１万

４,０００円であります。平成２２年２月２５日提出、由布市長。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第４２号 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第１１、議案第４２号由布市職員の給与に関する条例の一部

改正について、詳細説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（工藤 浩二君）  総務課長でございます。議案第４２号由布市職員の給与に関する条

例の一部改正につきまして、詳細説明を申し上げます。 

 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について、由布市職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。平成２２年２月２５日提出、由布市長。 

 提案理由としまして、労働基準法の一部を改正をする法律の施行に伴い、時間外勤務手当の支

給割合を変更し、及び研修に伴う派遣職員に対する手当等の改正を行うためでございます。 

 次に、新旧対照表で御説明をさせていただきます。 

 今回の改正につきましては、大きく２つございまして、１点目は、本年４月から国土交通省観
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光庁に職員１名を派遣研修させるという予定にしておりますことから、その職員が国の本府省で

勤務をすることになりますので、国の職員に準じた手当を新設をするものであります。 

 第３条におきまして、給与の種類、第４条におきまして、給料についてそれぞれ地域手当、こ

れを東京都特別区勤務の場合でございますが、及び単身赴任手当、それと本府省業務調整手当等

を新設をしようとするものでございます。 

 第１１条の２におきまして、地域手当について規定をいたしております。 

 第１３条の２におきまして、単身赴任手当を規定をいたしております。 

 １３条の３におきまして、本府省手当について規定をしているものでございます。 

 ２つ目といたしましては、勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についても御説明を申し

上げましたが、労基法の改正によりまして、１カ月に６０時間を超える時間外勤務を行う場合、

超える時間外手当について、法定割増率は「２５％」から「５０％」に引き上げられることに伴

いまして、超える部分について、引き上げた２５％につきましては、時間外手当にかえて有給休

暇・代休を与えることができると、これを時間外勤務・代休時間と申しますが、とされるもので

ありまして、第１４条におきまして、時間外勤務・代休時間について規定をいたしております。 

 １５条につきまして、その率等の規定を時間外勤務に対する手当の率等を規定をいたし、第

３項を追加して規定しているものであります。 

 施行につきましては、本年４月１日といたしております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  以上で、各議案の詳細説明が終わりました。 

 ただいま説明しました詳細説明の中で、一部資料の修正の申し出がありましたので、許可いた

します。財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  財政課長です。済みません。最後の最後で大変申しわけなく思いま

すが、実は先ほど気づいたんですが、もう一点、一般会計の当初予算におきまして、誤りが判明

いたしましたので御説明をさせていただきます。 

 どこの箇所かと申しますと、一般会計の４９ページをお開き願いたいのですが、その中で２款

の総務費の中で、目でいいますと３目の徴収費でございます。ごらんになってわかると思うんで

すが、一般財源がマイナスとなっております。この予算につきましては、本年度の予算が

５３７万９,０００円ということでございますが、これに対して特定財源は督促の使用料、それ

から諸収入の延滞金等で６０１万２,０００円ですか、を充てたような形になって過充当となっ

ております。 

 これは、先ほどの国保の補助金の誤りと違いまして、担当である収納課が充当処理をする際に、

過充当となった６３万３,０００円を、本来ですと、この１目の税務総務費等に充当すればよか
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ったんですが、これを全額徴収費のほうにすべて充当したということで、これが過充当となった

原因でございます。これにつきましては、６月の補正予算におきまして財源変更をさせていただ

きたいと考えております。重ね重ねの誤りで大変申しわけなく存じますが、今後このようなこと

のないように精査には徹底を図っていきたいと思っておりますので、御容赦いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

────────────・────・──────────── 

○議長（渕野けさ子君）  これで本日の日程はすべて終了いたしました。 

 なお、一般質問通告書追加分の提出締め切りは、来週月曜日３月１日正午までとなっておりま

す。 

 次回の本会議は、３月３日午前１０時から一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。大変御苦労さまでした。 

午後１時39分散会 

────────────────────────────── 


